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串間市スクールバス運行管理規則

（趣旨）

第１条 この規則は、串間市スクールバス（以下「スクールバス」という。）の適正な運行及び

管理について必要な事項を定めるものとする。

（利用範囲）

第２条 スクールバスを利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(１) 串間市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が定める遠距離から串間中学校に通

学し、かつ、遠距離通学児童生徒援助費補助金の交付を受けていない生徒

(２) 通学に支障がある特別の事情がある生徒で、串間中学校長が特に必要と判断し、教育

委員会がこれを認めたもの

（３） 串間中学校以外の学校に通学する児童生徒で、教育委員会が特に必要と認めたもの

(４) 串間中学校の学校行事として移動する生徒、引率者等

(５) 教育委員会が定める教育活動として移動する児童、生徒、引率者等

(６) その他教育行政推進等のために教育委員会が特に必要と認めた者

(利用申請)

第３条 前条第１号から第３号までの規定によりスクールバスを利用しようとする生徒の保護

者は、スクールバス利用申込書（別記様式第１号。以下「利用申込書」という。）を児童生徒

が通学する学校の学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

２ 前条第４号から第６号までの規定によりスクールバスを利用しようとする者が属する学校

長は、スクールバス利用申請書（別記様式第２号。以下「利用申請書」という。）を利用日の

10 日前までに教育委員会に提出しなければならない。

（利用許可）

第４条 教育委員会は、前条第１項の利用申込書が提出された場合は、その内容を審査し、適

正と認めた場合にスクールバスの利用を許可するものとする。

２ 教育委員会は、前条第２項の利用申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正

と認めた場合にスクールバスの利用を許可するものとする。

（利用中止）

第５条 前条第１項の利用許可を受けた生徒で、スクールバスの利用を中止しようとするとき

は、当該生徒の保護者は、スクールバス利用中止申出書(別記様式第３号。以下「利用中止申

出書」という。）を利用を中止しようとする日の 10 日前までに、児童生徒が通学する学校の

学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

（運行管理者）

第６条 スクールバスの運行管理を行う者（以下「運行管理者」という。）は、教育委員会学校

政策課長をもって充てる。

２ 運行管理者は、第９条の規定により配置する運行責任者（スクールバスの運行に責任を持

つ者をいう。以下同じ）の監督及び指導を行うとともに、緊急事態が発生した場合は関係機

関と協議の上、必要な指示を行うものとする。
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（運行計画）

第７条 串間中学校長は、あらかじめ次月のスクールバス運行計画書(別記様式第４号)を作成

し、運行管理者を通じて運行責任者に送付をしなければならない。

２ 串間中学校長は、定期的に運行計画に基づき運行されているか確認を行わなければならな

い。

（運行業務の委託）

第８条 スクールバスの運行業務は、人員の輸送を安全かつ確実に実施できると認められる者

に委託することができる。

２ 前項の規定によりスクールバスの運行業務を委託された者（以下「受託者」という。）は、

万全の運行体制を整えるとともに従業員の労務管理に努めなければならない。

（受託者の遵守事項）

第９条 受託者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(１) 運行責任者を配置すること。

(２) スクールバス運行責任者等届出書(別記様式第５号)を教育委員会へ提出すること。

(３) 運転者への運行業務に関する法令等遵守の指導を行うこと。

(４) 前３号に掲げるもののほか、契約書の内容を遵守すること。

（運行業務の履行）

第 10 条 運行責任者は、第４条第２項の規定により許可された内容及び第７条に規定する運行

計画に基づき運行しなければならない。

２ 運転者は、運行前後における車両の日常点検を行うとともに、スクールバス運行日誌（別

記様式第６号。以下「運行日誌」という。）に所要事項を記入し、運行責任者の確認を受けな

ければならない。

３ 運行責任者は、運行日誌の内容を確認し、串間中学校長の確認を経て定期的に運行管理者

に報告しなければならない。

４ 運行責任者は、運行業務の履行に際して、気象、道路条件その他の事由により運行業務を

中止又は変更する場合は、串間中学校長と連絡調整を行い対応しなければならない。

（事故処理等）

第 11 条 運転者は、スクールバスの運転業務中において交通事故等が発生した場合は、直ちに

運行責任者を経て運行管理者へ連絡するとともに、事故処理に万全を尽くし、迅速に処理し

なければならない。

２ 運転者は、スクールバスに故障又は異常があると認める場合は、直ちに運行責任者を経て

運行管理者へ報告し、必要な措置を講じなければならない。

（路線及び停留所）

第 12 条 スクールバスの運行路線、停留所等は、教育委員会が別に定める。

（委任）

第 13 条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行及び管理に関し必要な事項は、教

育委員会が別に定める
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成 30 年４月１日から施行する。


